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研究成果の概要（和文）：本研究は、法社会学・法史学・犯罪学専攻の研究者の学際的・総合的
な共同研究を通じて、19世紀から現代に至るヨーロッパ各国の司法統計（裁判所組織統計・訴
訟統計・犯罪統計等）の歴史的・内容的変遷を詳細に明らかにするものである。研究成果とし
て、ヨーロッパの司法統計の歴史的発展および内容を包括的に明らかにした研究書としては日
本で最初のものとなる『ヨーロッパの司法統計Ⅰ：フランス・イギリス』および『ヨーロッパ
の司法統計Ⅱ：ドイツ・イタリア・日本』を刊行した。 
 
研究成果の概要（英文）：This study shows the historical and substantial transition of the 
European judicial statistics (statistics of courts, litigation, crime and so on) from  
the 19th century to the present day through the interdisciplinary joint study by the 
researchers who specialize in the sociology of law, legal history and criminology. We 
have published two books - Judicial Statistics in Europe I: France, England and Wale and 
Judicial Statistics in Europe Ⅱ: Germany, Italy, Japan -, as products of study which 
are the first publications in Japan to show the historical development and substantial 
details of European judicial statistics comprehensively. 

 

交付決定額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2007年度 3,500,000 1,050,000 4,550,000 

2008年度 3,700,000 1,110,000 4,810,000 

2009年度 2,500,000 750,000 3,250,000 

年度    

  年度    

総 計 9,700,000 2,910,000 1,2610,000 

 

 

研究分野：社会科学  

科研費の分科・細目：法学・基礎法学 

キーワード：司法統計 法社会学 法史学 犯罪学 犯罪統計  

 
１．研究開始当初の背景 
（1）本研究は、法社会学・法史学・犯罪学
専攻の研究者の学際的・総合的な共同研究を
通じて、19 世紀以降現代に至るヨーロッパ

各国の司法統計の歴史的変遷および内容を
系統的・包括的に明らかにすることを目的と
するものである。 
（2）本研究の開始当初、ヨーロッパの司法
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統計に関する日本での研究状況は以下のよ
うであった。 
① 司法政策や司法研究の議論においては

しばしばヨーロッパ諸国の司法統計データ
が援用されるが、そのなかにはヨーロッパ各
国の司法統計に関する不正確ないし断片的
な理解に基づくものが尐なくなかった。ヨー
ロッパで近代的な司法統計の整備が急速に
進行したのは 19 世紀前半のことであるが、
それ以降現在に至るヨーロッパ各国の司法
統計の歴史的変遷とその内容を詳細かつ正
確に解明・整理することは、司法政策・司法
研究の基礎的資料の整備として喫緊の課題
と考えられた。 

② ヨーロッパ各国の司法統計のデータを
人口動態、経済成長、産業構造、宗派構造等
の社会的・経済的指標と結びつけて分析する
ことによって、あるいはまた、各国の司法統
計の成り立ちそのものを対象とする研究を
行うことを通じて、近代ヨーロッパの「法と
社会」のマクロな特徴や長期的趨勢を明らか
にすることが可能と考えられるが、そのよう
な研究は、日本ではほとんど手がつけられて
おらず、未開拓の領域であった。 
 
２．研究の目的 
 以上の背景の下で、本研究は、19 世紀以
降現代に至るヨーロッパ各国の司法統計を
系統的・包括的に研究することを目指すもの
であり、具体的には、以下の 2つの課題を追
求した。 

① ヨーロッパ各国の司法統計の系統的・
包括的な整理  
 具体的には、各国で近代的な司法統計が開
始した時期およびその歴史的文脈、その後現
在に至る変遷（各国における司法統計は実に
複雑な変遷を遂げている）、各年次ごとの収
録項目、国内外の主要な所蔵機関等を詳細に
整理し、その結果を公表すること。 
② 司法統計を通じた「法と社会」研究の

可能性の追求   
司法統計を手がかりとして、近代ヨーロッ

パの「法と社会」について新たな知見を獲得
するとともに、その方法的・理論的足場を構
築すること。 
 
３．研究の方法 
 以上の研究を遂行するに際して、本研究で
は、次の方法・視点を重視した。 
① ヨーロッパの多様性の重視 

 ひとくちにヨーロッパといっても、司法統
計およびその前提となる司法制度の内容・発
展過程には各国各様の特徴が見られる。その
ため、本研究では、各国の司法制度・司法統
計の歴史的変遷と内容に精通した研究者を
網羅した研究グループを組織し、 ヨーロッ
パの多様性を重視した研究方法を採用した。 

② 学際性・総合性の重視  
 司法統計の研究は、学際的・総合的視点を
必要とする。本研究には、司法統計およびそ
の分析手法に関する社会科学的・統計学的な
知識・能力をもつ法社会学研究者およびヨー
ロッパの法の発展および歴史資料に関する
知識・能力に秀でた法史学・法社会史の研究
者がともに参加し、さらに犯罪統計に精通し
た犯罪学の研究者も加わって、各自の専門知
識を活かして相互に協力・補完する研究が可
能となった。法社会学・法史学・犯罪学の研
究者の協働による学際性・総合性は、本研究
の大きなメリットである。 
 以上①②の点を踏まえて、本研究の参加メ
ンバーの分担をまとめると次のようになる： 
・ 佐藤（法社会学）：研究全体の統括、ドイ

ツ、統計方法論 
・ 小谷（比較法史）：イタリア、歴史方法論 
・ 高橋（法社会学）：イギリス、統計方法論 
・ 波多野（法史学）：フランス、歴史方法論 
・ 浜井（犯罪学）：イタリア、犯罪統計論 
・ 林（法史学）：日欧比較、歴史方法論 
・ 広渡（比較法社会論）：法の比較方法論 
・ 三阪（法史学）：フランス、歴史方法論 
・ 三成（法史学）：ドイツ、歴史方法論 
③ 司法統計の概念・射程 
本研究において司法統計の用語は、裁判所

の組織・人員に関する統計（組織統計）、訴
訟の件数・処理状況・終局区分等に関する統
計（訴訟統計）、犯罪の認知・処理状況に関
する統計（犯罪統計）、その他司法に関連す
る統計の総称の意味で用いる。各国の司法統
計を可能な限り包括的に把握することを重
視した。 

 
４．研究成果 

本研究の成果は次のようにまとめること
ができる。 
（1）『ヨーロッパの司法統計Ⅰ・Ⅱ』の刊行 

フランス、イギリス（イングランド・ウェ
ールズ）、ドイツ、イタリアのヨーロッパ 4
カ国に、比較のために日本を加えた各国の、
19 世紀から現在に至るまでの司法統計の歴
史的変遷およびその内容を明らかにする論
考を収録した『ヨーロッパの司法統計Ⅰ：フ
ランス・イギリス』（東京大学社会科学研究
所研究シリーズ No.38、2010 年 3 月）および
『ヨーロッパの司法統計Ⅱ：ドイツ・イタリ
ア・日本』（東京大学社会科学研究所研究シ
リーズ No.39、2010年 3 月）を刊行した。ヨ
ーロッパ各国の司法統計の歴史的・内容的詳
細を体系的・包括的に明らかにした研究書と
しては日本で最初のものであり、その学術的
意義は大きいと考える。 

各国（各章）の内容は、各国共通に、次の
構成によっている。 

第 1節 司法制度の概要 



 

 

第 2節 司法統計の変遷・内容 
第 3節 司法統計の所蔵状況、入手方法 
第 4節 代表的な司法統計の目次（原語お

よび日本語訳） 
それぞれ詳細な論述と多数の図表を含ん

でおり、詳細は、同書を参照されたい。 
 

（2）ヨーロッパ各国の司法統計の特徴の解
明  
 本研究を通じて解明されたヨーロッパ各
国の司法統計の特徴を、ごくかいつまんで要
約すれば次のようになる。 
① フランス  フランスの司法統計は 19

世紀初頭に整備されたとはいえ、その内実は
個別省庁による年次活動「報告書 compte」の
集積であり、かつ、行政裁判や犯罪統計も含
めて公刊されるのは第 2次世界大戦後である。
ここから、総合性と体系性を持った「年次統
計」へ変貌するのは、1970 年代末の司法省に
よる『裁判統計年鑑』発刊以降である。その
背景には、INSEE（国立統計・経済調査局）
が、1960年代以降、自ら養成した統計専門職
員を各省庁に派遣し、各省庁の統計業務の独
自性を尊重ながら（この点はフランス独特の
ものであるとされている）、同時に統計部門
の全体的調整と理論化・効率化を図ったこと
がある。 
② イギリス  イギリスの司法統計の特

徴は第 1に、その体系的・継続的な刊行は 1850
年代後半になって開始されており――もち
ろんその重要な前史はあるものの――大陸
諸国に比べて比較的遅めと言いうる。第 2に、
刊行形態の次元で、議会文書、なかんづく基
本的にコマンド・ペイパとしての地位を保持
している。このことは，一方では，公文書群
における司法統計の地位の高さを導き、他方
では、「司法統計」というカテゴリのもとで
系統的に関連文書を発見することの難しさ
につながる。第 3 に，そのコマンド・ペイパ
としての位置づけともか関わり、国家財政の
状況等に応じて収載データの増減・内容変化
が比較的激甚である。そして最後に、組織統
計が――個人情報の集積としてはともかく
――表式情報としては伝統的に乏しい。 

③ ドイツ  ドイツの司法統計の第 1 の
特徴として、統一国家が成立する以前の多様
な司法統計の発展がある。すなわち、1870年
にドイツ帝国が成立するまでの時期は、各領
邦（ラント）ごとに独自の司法統計が編集さ
れ、それは、ドイツ全体の司法統計（『ドイ
ツ司法統計』。1883 年）が編纂されて後も、
ラント独自の司法統計が並存する形で継続
した。第 2 に、犯罪統計・刑事司法統計と比
較して、民事司法統計の刊行が時期的に相当
遅れるという現象が見られた。第 3の特徴と
して、現在のドイツの司法統計は、組織統
計・訴訟統計・犯罪統計の全般にわたって、

きわめて詳細かつ体系的な司法統計が編纂
されていることを指摘できる。とりわけ組織
統計の充実は、他のヨーロッパ諸国との重要
な違いの一つとなっている。 

④ イタリア  1300 年もの長きにわたっ
て群雄割拠状態にあったイタリア半島社会
を軍事力で統一して成立した「イタリア王
国」においては、国家体制の構築、そして国
民形成という課題の遂行は非常に難航した。
「イタリア司法統計」の編纂作業もまた、統
一王国の国家統合の苦難の歩みを反映して、
当初は多種多様な試行錯誤を繰り返した形
跡がある。しかし、そのような状況であった
にもかかわらず、イタリアでは徐々に系統的
な司法統計刊行体制が作られ安定したと言
ってよい。その理由のひとつとして、統一王
国成立前から半島各地で司法統計の編纂事
業や社会統計学の研究がそれぞれ独自の発
展を遂げていた点を挙げることができよう。
もうひとつの理由は、多様な伝統と文化を負
う半島各地のイタリア人たちが、新しい社会
の構想を議論する場で、有力な説得手段のひ
とつとして抽象度の高い統計言語を大いに
活用したという事情が関連していると考え
られる。 

⑤ 日本  日本の司法統計は，司法省統
計年報すなわち司法省の裁判事務の年次報
告（業務統計）として成立した。司法省統計
年報は 1875（明治 8）年から編纂され，今日
の司法統計・法務省統計へと連続している。
日本では、1875年までは体系的な司法統計が
存在しない。司法省は，1872 年正月に各府県
が１年間に処断した人数等を記した行刑表
を，1873 年 11 月には同年中の聴訟件数報告
表の提出を促した。刑事統計は 1875 年 9 月
に，民事統計は 1876 年 1 月に司法統計の原
型が出来上がった。民事裁判表の記載内容は，
1878 年司法省丁第 22 号達による大幅な改正
を経て一定した。なお、監獄（のち行刑）統
計については、1898 年までは内務省管轄とな
る。司法統計の形式を整えるに際して欧米諸
国の裁判統計が参照されたことが本研究に
よって明らかにされた。 
 
（3）司法統計を通じた「法と社会」研究の
進化 
 （1）および（2）に示したヨーロッパ各国
の司法統計の系統的・包括的な整理およびそ
こに見られる特徴の解析の作業は、当初予定
していた以上に時間と労力を必要とする作
業であり、結果的に、本研究の主要な成果は、
その分野に集中した（その結果学術的に大き
な成果があがったことは上述の通りである）。  

しかし、それと平行して、司法統計を通じ
た「法と社会」研究の分野でも、端緒的では
あるが、いくつかの重要な知見が得られた。
たとえば、①イギリスにおいて、公的制度・



 

 

法的根拠を伴う仕組みとしての「司法統計」
の成立の前提には、統計的思考（statistical 
thinking）の発展があり、そこには、ベンサ
ム主義の強い影響が見られること、②＜イタ
リア法＞を、イタリアにおける実定国家法ル
ールというよりは、説得のための道具立ての
保管庫という文化的複合体として、そしてそ
の変容プロセスとしてとらえた場合、その＜
イタリア法＞の生成・推転過程においては、
19 世紀イタリアにおける司法統計、国家形成、
法学の三者の相互影響関係が重要な推進力
となっていたこと、③ドイツにおける民事司
法統計の成立の背景には、司法行政的要因に
も増して、19 世紀ドイツの経済発展（工業
化・産業化）の所産という側面があり、司法
統計の歴史的変遷は、法の世界を超えた社会
的出来事として理解されるべきこと、などで
ある。 

これらの知見をさらに精緻に掘り下げて
いくことは今後の課題であるが、本研究によ
って、司法統計を通じた「法と社会」研究と
いう新しい研究領域を開拓していくための
方法的・理論的足がかりは構築できたものと
考える。 
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